
営繕工事写真撮影要領【概要】 

 

■目的・概要 

公共建築工事仕様書等に係る工事写真（電子媒体による提出を含む。）の統一的な運用を目

的に、標準的な撮影方法及び整理方法を定めたものです。 

 

■主な内容 

・工事写真の色彩について 

・工事写真の撮影（撮影対象、撮影箇所、撮影方法等）について 

・工事写真の編集等について 

・工事写真の整理方法について 

・工事写真の提出部数及び形式について 

・工事写真の電子媒体による提出について 

 

■主に使用する時期 

・工事段階 

 

■適用方法 

＜工事発注を行う際の適用方法＞ 

・工事の参考資料として、現場説明書等に記載します。 

＜工事実施時の適用方法＞ 

・本要領を参考に、工事写真の撮影及び整理を行います。 

 

■適用にあたっての留意事項［【施】施工者に対する事項］ 

・施工者が、工事写真の撮影及び整理を行う際の参考資料とすることを想定しています。【施】 

 


